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   船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年９月５日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 不明（平成２９年３月８日 ０９時００分ごろ～９日 ０４時００分

ごろの間） 

発生場所 不明（沖縄県沖縄島南東方沖） 

事故の概要 漁船順
じゅん

丸は、無人で漂流しているところを発見され、船長が行方

不明になった。 

事故調査の経過 平成２９年３月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で行方不明になったた

め、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 順丸、９.１トン  

ＯＮ２－０８９９（漁船登録番号）、個人所有 

１４.８９ｍ（Lr）×３.４９ｍ×１.２３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４１１.８８kＷ、平成元年２月２８日 

第２９６－２２２６６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  昭和５９年４月１９日 

免許証交付日 平成２５年７月１８日 

         （平成３０年１０月２０日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ４ 

海象：波高 約１.０ｍ、海水温度 約２２℃ 

 事故の経過  本船は、船長が 1 人で乗り組み、僚船と共に、そでいか
．．．．

＊1の旗流し

漁の目的で平成２９年３月１日０８時００分ごろ沖縄島南東方沖の漁

場に向けて沖縄県浦添
うらそえ

市牧港
まきみなと

漁港を出港した。 

 僚船は、本船と沖縄島南東方沖で３日～５日に操業し、６日に天候

が悪化したので漂泊していたが、１４時００分ごろ僚船船長が体調不

                             
＊1  「そでいか

．．．．
」とは、全世界の熱帯から亜熱帯水域にかけて生息し、成体で胴長約 100cm、体重約 20kg にまで

成長する大型のいか
．．

の一種をいう。 
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良となって帰港した。 

 船長の家族は、８日０８時１５分ごろ沖縄島南東方沖で操業中の船

長から本船の船舶電話で連絡があり、また、僚船船長は、 ０９時０

０分ごろ本船の船舶電話にかけて船長と操業の状況などの話をした。 

 別の僚船２隻の船長は、本船の操業場所付近に向かい、９日０４時

００分ごろ漁獲等の情報を得る目的で本船を無線及び船舶電話で呼び

出したが、船長から応答がなかった。 

 ‘本船の所属の漁業協同組合’（以下「本件組合」という。）は、僚

船船長から船長が操業を１１日に終了して遅くても１３日に帰港する

と聞いていたものの、船長と連絡が取れなかったので、１３日２０時

００分ごろ沖縄県漁業無線局に付近で操業している船舶及び本船の呼

び出しを依頼し、２１時００分ごろ海上保安庁に通報した。 

 本船は、海上保安庁の固定翼機により捜索が行われ、１５日０８時

２３分ごろ沖縄県糸満
いとまん

市喜屋武
き ゃ ん

岬南方沖で漂流しているところを発見

され、１０時１４分ごろ海上保安庁の回転翼機により無人であること

が確認された。 

 本船は、来援した本件組合の漁船により１６日０８時００分ごろえ
．

い
．
航が開始され、１７日０７時００分ごろ牧港漁港に入港した。 

船長は、海上保安庁の巡視船、固定翼機及び本件組合の漁船により

捜索が続けられたが発見されず、行方不明となった。 

（付図１ 事故発生概略図、写真１ 本船（発見時） 参照） 

 その他の事項 そでいか
．．．．

の旗流し漁の仕掛けは、旗竿
ざお

の下端にフックでワイヤが付

けられ、順にクッションゴム、水中灯、幹糸、重り及びステンレスパ

イプのエギ（疑似餌）が取り付けられている。また、水中灯から重り

にかけて約５ｍ間隔で何本かの端にエギを付けた枝糸が幹糸に取り付

けられている。 

僚船船長によれば、本船のそでいか
．．．．

の旗流し漁の仕掛けは、旗竿

（浮き玉 直径約２７cm 付き）の下端にフックでワイヤ（約４５０

ｍ）が付けられており、幹糸に約５ｍ間隔で端にエギが付いた合成繊

維の約１ｍの枝糸３本（以下、海面から順に「１本目の枝糸」、「２本

目の枝糸」、「３本目の枝糸」という。）をフックで留めており、幹糸

の末端にステンレスパイプのエギを付けていた。また、本船は、４１

本の旗竿を約４６０ｍの間隔で約１０海里（Ｍ）に渡り、設置してい

た。 

そでいか
．．．．

の旗流し漁では、操業時、そでいか
．．．．

などがかかった場合、

乗組員は、海面から船に旗竿を揚げ、ワイヤを旗竿の下端のフックか

ら外して後部甲板に設置されたラインホーラにかけて巻き揚げた後、

そでいか
．．．．

などがかかっている枝糸、または、ステンレスパイプのエギ

が付いた幹糸のいずれかを前部甲板の舷門に持って移動し、自力でそ
．

でいか
．．．

などを引き揚げる。 
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本船は、発見時、右舷後部甲板に設置されたラインホーラにワイヤ

がかかってそれにつながっているクッションゴムが海面上に出てお

り、１本の旗竿（以下「本件旗竿」という。）及び本件旗竿に付いて

いた１本目の枝糸が後部甲板に、２本目の枝糸が‘前部甲板の右舷側

外板で脱着が可能になっている舷門’（以下「右舷舷門」という。）付

近にフックを外されて置いてあり、３本目の枝糸及びステンレスパイ

プのエギが付いた幹糸にさめ
．．

またはかじき
．．．

等に切られたような痕跡が

残っており、また、右舷舷門が開いていた。 

（付図２ 本件旗竿の仕掛け（そでいか
．．．．

の旗流し漁） 参照） 

本船は、発見時、主機は停止しており、主機のキースイッチがＯＮ

に入ってクラッチレバーが中立の状態であった。 

僚船船長によれば、本船のＧＰＳプロッターに記録されていた航跡

は、本船が８日０５時００分ごろから０８時００分ごろまで旗竿の投

入の目的で直進した後に漂泊し、１１時３０分ごろから本件旗竿の回

収を始めるまでは、ふだんの操業時と同様であったが、その後、漂流

しているようであった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図１ 本船のＧＰＳプロッターの航跡 

本船には、他船と衝突したような痕跡はなかった。 

船長は、ふだんの操業時、ジャージのズボンとハイネックのシャツ

にジャンパーを羽織ってその上につなぎの合羽
か っ ぱ

を着用して長靴を履い

ていた。 

船長は、ふだん、操業時に救命胴衣を着用しておらず、また、本船

の発見時、救命胴衣は操舵室にあった。 

船長は、本船で約７年間操業しており、そでいか
．．．．

の旗流し漁の経験

が約２０年間あり、ふだんから僚船と出港していた。 

船長の家族によれば、船長は持病もなく、出港時の健康状態は良好

であると感じた。 

7 日操業時の航跡 ８日操業時の航跡 

旗竿の投入の航跡 

旗竿の回収の航跡 

05 時 00 分ごろ旗竿の投入開始 

11 時 30 分ごろ旗竿の回収開始 

08 時 00 分ごろ旗竿の投入終了 

漂流（旗竿の回収の航跡なし） 

本船 

Ｎ 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、行方不明となった。 

本船は、沖縄島南東方沖において、３月８日０９時００分ごろ船長

が僚船船長からの船舶電話に応答した後、９日０４時００分ごろ別の

僚船２隻の船長が無線及び船舶電話を呼び出したものの応答がなかっ

たことから、この間において、船長が落水したものと考えられる。 

船長は、本船の発見時、本件旗竿につながっている枝糸及びステン

レスパイプのエギが付いた幹糸にさめ
．．

またはかじき
．．．

等に切られたよう

な痕跡が残っていたこと、及び右舷舷門が開いていたことから、操業

中に落水した可能性があると考えられるが、落水に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

船長は、本事故当時、救命胴衣を着用していなかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が操業中、船長が落水したことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・救命胴衣を着用して操業を行うこと。 
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付図１ 事故発生概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船発見場所（平成２９年３月１５日０８時２３分ごろ） 

本船操業場所付近（平成２９年３月８日１１時３０分ごろ） 

沖縄県沖縄島 

沖縄県南大東島 

本船 

本船の進路（漂流） 

-
 
5
 
- 

本船えい
．．

航開始場所（平成２９年３月１６日０８時００分ごろ） 

喜屋武岬 
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約
５
ｍ
 

付図２ 本件旗竿の仕掛け（そでいか
．．．．

の旗流し漁） 

 

                             

 

     フック： 

 

     エギ ： 

      

        ステンレスパイプのエギ： 

 

     切断箇所： 
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約
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約１ｍ 

旗竿 

ワイヤ（約４５０ｍ） 

クッションゴム 

水中灯 

重り 

１本目の枝糸（フックを外され船内にあった。） 

２本目の枝糸（フックを外され船内にあった。） 

３本目の枝糸（途中で切断されていた。） 

ステンレスパイプ付きのエギが付いた幹糸（途中で切断されていた。） 

合成繊維の幹糸 

浮き玉（直径約２７cm） 
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写真１ 本船（発見時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（海上保安庁提供） 

ラインホーラ 

右舷舷門 

クッションゴム 


